
鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱第３条第１項４号に規定する

「商工労働部長が別に定めるもの」について

平成２７年９月８日 制 定

平成２８年３月18日 一部改正

平成３０年４月１日 一部改正

商 工 労 働 部

鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱第３条第１項４号に規定する「商工労働部

長が別に定める」とは、次のとおり定める。

１ 業種の取扱い

複数の業種にまたがり、事業を展開している法人については、その法人全体で法人内の

各部門に従事する従業員の人数を確認し、従事する従業員の多い部門の業種で取り扱う。

２ 業種の範囲

（１） 情報通信業

次の日本標準産業分類の表中に掲げる分類とする。

日本標準産業分類

大分類Ｇ「情報通信業」

中分類39「情報サービス業」

40「インターネット付随サービス」

※ ただし、上記分類において入力用データ作成（いわゆるキーパンチャー業務）

のみを行う場合を除く。

（２） 農業

ア 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項に規定する「農地所有適格法人

（農地に関する権利の取得が可能な法人）」。

イ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律６５号）第１２条第１項の農業経営改

善計画の認定を受けた者（認定農業者）のうち法人格を持つもの。

ウ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱（制定 平成２４年４月６日付け２３経営第

３５４３号農林水産事務次官依命通知）の別記２の農の雇用事業、または鳥取県版

農の雇用支援事業実施要領（平成２１年３月５日付第２００８００１８８０４６号

鳥取県農林水産部長通知）の別記１の新規就業者早期育成支援事業を実施している

事業体のうち法人格を持つもの。

（３） 林業

林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第５条に規定する改善

措置についての計画の認定を受けている事業主

（４） 漁業

漁業又は水産養殖業を営む法人

（５） 農林水産業協同組合

ア 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基づき設立される農業協同組合又

は農業協同組合中央会

イ 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）に基づき設立される森林組合又は森林組合

連合会

ウ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４３号）に基づき設立される漁業協同組合


